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新しいまちの暮らし 
スーパースマートシティうつのみや始動 

 
ごみステーションへの電池類の出し方について 

 

令和５年２月２１日 

 
令和５年４月から電池類の出し方が変わります！ 

～「危険ごみ」が「電池類」と「その他危険ごみ」になります～ 

 
 
 
 
 

１ 目的 

  不燃ごみや焼却ごみなどに混入した電池類によるごみ収集車や清掃工場の

火災発生リスクを低減するため，家庭から排出される電池類の収集方法を見

直すもの 
 

２ 内容（詳細は，別添チラシ参照） 

⑴ 「危険ごみ」を２つに分別（５種１３分別 ⇒ ５種１４分別） 

「危険ごみ」が「電池類」と「その他危険ごみ」になります。 

  

⑵ 「電池類」として新たに収集するもの 

「ボタン電池」，「小型二次電池（充電式電池）」，「モバイルバッテリー」 

       ※引き続き，家電量販店などでも回収しています。 

 

⑶ 「電池類」の出し方 

① 電極に テープを貼り，絶縁 する。 

② 「電池類」だけを 透明か半透明の袋 に入れる。 

③ 危険ごみ の日に出す。 

 

３ 今後のスケジュール 

  令和５年２月２２日～ 新聞折込チラシ等（別添）による周知啓発 

      ４月～    ごみステーションでの収集開始 

 

これまで，家電量販店などで回収していた「ボタン電池」，「小型二次電池」，「モ

バイルバッテリー」を，新たに「電池類」としてごみステーションから収集しま

す。 
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